
（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

㎥

㎥

① 千円

② 千円

③ 千円

（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

営 業 収 益

第３項

第２条

(1)

(2)

(3)

給 水 戸 数

収 入

第３条

第１条

年 間 総 配 水 量

一 日 平 均 配 水 量

平成26年度岸和田市上水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

戸(平成26年９月末見込)

23,800,000

（ 総 則 ）

平成26年度 岸和田市上水道事業会計予算平成26年度 岸和田市上水道事業会計予算平成26年度 岸和田市上水道事業会計予算平成26年度 岸和田市上水道事業会計予算

65,205

86,505

第２項 営 業 外 収 益

支 出

(4) 新 設 改 良 事 業

1,209,226第1次施設更新事業

主 要 な 建 設 改 良 事 業 444,795

丘陵地区整備事業 140,070

第１款 事 業 収 益

第１項

特 別 利 益

第１款 事 業 費 用

4,387,601

3,922,585

387,044

77,972

4,526,601

千円

千円

千円

千円

（資本的収入及び支出）

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額528,240千円は、過年度分損益勘定留保資金205,763千円及び当年度分損益勘定留保資金197,204

千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額125,273千円で補てんするものとする。）。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

他 会 計 負 担 金

営 業 外 費 用

企 業 債 償 還 金

1,810,788

463,723

第２項

3,000

1,673,800

1,746,271

354,107

第３項

他 会 計 繰 入 金第４項

第４条

第３項

第１項

第１項 企 業 債

350,822特 別 損 失

第４項 予 備 費

収 入

第１款 資 本 的 収 入

第２項 固定資産売却代金

営 業 費 用

第１款

第５項 工 事 負 担 金

第２項

資 本 的 支 出

支 出

第１項 建 設 改 良 費
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2,274,511

17,592

32,349

22,500

3,818,672



（債務負担行為）

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

千円 ％以内 年以内 年以内

（一時借入金）

530

81,313千円

年賦、半
年賦、元
金均等
若しくは
元利均
等償還
又は満
期一括
償還

平成31年度まで
新 電 算 シ ス テ ム 運 用

平成26年度から

1,181,900

第６条

新 設 改 良
事 業

10

第 １ 次 施 設
更 新 事 業

その他

政 府

第５条

事 項 期 間

利 率

機 構

丘 陵 地 区
整 備 事 業

130,900

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法

361,000
普通貸借又は
証券発行ただし
事業の進捗状
況により起債額
の全部又は一
部を起債前借
することができ
る。

限 度 額

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

その他償還方法

償 還 の 方 法

借入先 償還期限 据置期間

必要に
応じて繰
上償還
又は借り
換えるこ
とができ
る。

一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用、営業外費用、特別損失

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。

千円

千円

（たな卸資産購入限度額）

第10条

(1)

第８条

第７条

(2)

第９条

職 員 給 与 費

交 際 費

867,870

50

たな卸資産の購入限度額は、57,353千円と定める。

(1)


